
給水工事設計・施行基準改正 （Ｒ５.４） 早見表 

 

全般 

各参考文献に記載無き表や文言の削除及び、文言やページ番号などの校正を行った。 

基準の変更や追加は、以下に記す。 

 

第１編 給水装置工事 設計・施行基準 

 

１-１-４  (1)～(4)  説明文を追記 （ｐ.2） 

 

１-１-５     直結方式「口径 50mm 以下」を追記 （ｐ.2） 

 

１-３-４  表 3-2  総給水用具数(個)を修正 （ｐ.18） 

 

〃     表 3-6  給排水衛生設備規準・同解説と齟齬が無いよう修正（ｐ.20） 

 

〃     (3)  文言修正 「最大」→「平均」 （ｐ.21） 

 

１-３-６  (1)  配水管からの分岐口径を修正 「400mm」→「250mm」 （ｐ.26） 

 

１-３-７  (2)  直結直圧方式のメータ前後止水設備について追記 （ｐ.40） 

             「メータの一次側」→「メータ前後(メータ一次側のみも可)」 

 

〃   〃  メータバイパスユニット使用時の止水設備を追記 （ｐ.40） 

 

１-３-10  (2)エ  メータバイパスユニットの積極的使用について追記 （ｐ.46） 

 

１-３-10  (3)エ  口径 50mm のメータ前後の使用材料 HIVP を追加 （ｐ.51） 

 

１-３-10  (3)カ  メータ前後の離隔について追記 （ｐ.51） 

 

１-３-10  表 3-18  口径 13mm のメータボックスサイズを変更 （ｐ.53） 

             「統一型２号」→「統一型３号」 

 

１-３-10  (4)ウ  口径 50mm～75mm のメータ装置を指定 （ｐ.54） 

 

１-３-10  図 3-29  改造の場合の露出配管材料を修正 （ｐ.58） 

              「VLP」→「HIVP」 

 

１-３-11  図 3-35  側溝への串刺しの際の配管材料指定 （ｐ.65） 

 

１-３-12  (2)  露出配管材料(VLP)を「指定」から「推奨」に変更 （ｐ.66） 

 

１-３-14  図 3-39  吸排気弁の設置基準を修正及び追記 （ｐ.71） 

 

１-３-18  (8)キ  文言を追記  （ｐ.73） 

            「給水・井水以外の管は緑色」で記入 

 

１-４-１  表 4-1  必要書類を見直し （ｐ.80.81） 

 

１-６-１  (2)キ  給水管布設工事完了届の要提出を明記 （ｐ.80.81） 

 



 第２編 受水槽以下の給水設備の指導基準 

  

 ２-２-１  図 2-2-1  吸排気弁の立上げ高さを修正 （ｐ.104） 

             「1500mm」→「300mm」 

 

 ２-２-３  図 2-4  吐水口空間を明記 （ｐ.107） 

 

 ２-２-５  (1)(2)  基準を修正 （ｐ.109） 

 

 ２-２-６     「最大」→「平均」に修正 （ｐ.109） 

 

 ２-２-７  図 2-6  越流管から排水管への取付け寸法を明記 （ｐ.110） 

 

 ２-２-10  (1)  GL からの基準高さを変更 「1.5」→「0.3」 （ｐ.113） 

             配管材料(VLP)を「指定」から「推奨」に変更 

 

 ２-２-10  (2)  配管材料(VLP・DIP)を「指定」から「推奨」に変更 （ｐ.113） 

 

 ２-２-11  (1)  配管材料(VLP・DIP)を「指定」から「推奨」に変更 （ｐ.113） 

 

 

 第３編 直結増圧方式 設計・施工基準 

 

 ３-３-２  (1)  ワンルーム：東京都計算式(旧) 東京都計算式(新)に統一 

ファミリー：BL 基準      ワンルーム・ファミリー 

                 共に人数計算（ｐ.127） 

               ファミリー44戸→54 戸  (4 人/1 戸) 

ワンルーム 88戸→108 戸 (2 人/1 戸) 

 

 ３-７-３  (2)  計算に使用する計算式の見直し （ｐ.134） 

             「給排水衛生設備規準・同解説」より 

 

３-１１   早見表  直結直圧・増圧装置瞬時最大給水量早見表の見直し （ｐ.155） 

 

 

 第４編 ３階建以上直結直圧方式 設計・施工基準 

 

 ４-１-３  (1)  4 直相当にあたる高さ上限を設定 （ｐ.156） 

             「9ｍ以上」→「9ｍ以上～12ｍ未満」 

 

 ４-１-３  (2)  3 直可否の判断水圧の緩和 （ｐ.156） 

             「0.25MPa」→「0.23MPa」 

 

 ４-２-４  (4)  3 直可否の判断水圧の緩和 （ｐ.160） 

 

 ４-２-４  (5)  計算に使用する計算式の見直し （ｐ.160） 

             「給排水衛生設備規準・同解説」より 

 

 ４-４-３  図 4-3  口径 50mm メータ前後の配管材料の追記 （ｐ.165） 

             「VLP」→「VLP 又は HIVP」 

 

 第５編 資料編 

 設計・施工基準の簡素化を図るため、材料表や公式などを資料編に記載 


